
※　取扱期間：令和9年3月31日まで
※　お借換えは除きます。
※　特典は入会後3カ月以上経過後に事前審査のお申込みをいただいた場合に限ります。

年　　　　 　　％軽減0.05
特典2

年１回情報誌のご提供

※　上記特典については当初固定期間のみの適用となります。

特典3

加入時記念品の贈呈

無料入会金・年会費

＼ こ れ か ら 住 宅 を 建 て ら れ る 方 へ ／

ローンセンター
（土日も営業しています）

56-7770

本　　　店　85-3173　　　　　　　93-3535　　
三蔵子支店　84-2255　　　　　　　87-2191　　
牛久保支店　85-6822　　　　　　　76-2131　　
　　　　　　85-1886　小坂井支店　78-3141
         　87-3211　　
睦 美 支 店
八 幡 支 店

一 宮 支 店
音 羽 支 店
御 津 支 店

ＪＡひまわりＪＡひまわり
マイホーム倶楽部のご案内マイホーム倶楽部のご案内

ＪＡひまわりＪＡひまわり
マイホーム倶楽部のご案内マイホーム倶楽部のご案内

JAひまわりはみなさまのマイホーム取得を応援します。
『JAひまわりマイホーム倶楽部』には会員だけの嬉しい特典満載！

詳しくは支店窓口または渉外担当者にお問い合わせ下さい。

固定金利をご選択の場合、住宅ローンの貸出金利(最軽減金利)より

特典1



第１条（目的）
　「ＪＡひまわりマイホーム倶楽部」は、会員のマイホームの新築および購入などをサポートするための各種
　情報等の提供およびサービスを提供します。

第２条（会員の入会資格）
　会員になることのできる方は、ひまわり農業協同組合管内（豊川市《以下「地区」という。》）に居住また
　は居住する予定の方で、ＪＡひまわり所定の申込書により本倶楽部への入会を申込み、ＪＡひまわりより承
　認を受けた方（以下「会員」という。）とします。
　なお、入会日より３ヶ月以上５年以内にマイホームの新築および購入を行われる方に限ります。

第３条（会員期間）
　会員へのサービス提供期間は、原則として入会日より5年間とします。

第４条（提供するサービス）
　会員へ提供するサービスは住宅ローンの金利軽減・情報誌の提供等とします。
　なお、本条に定めるサービス等は、ＪＡひまわりの都合により変更または停止する場合があります。その場
　合、会員への事前の通知はいたしません。
　　
第５条（会員情報）
　本規約における「会員情報」は以下の情報とします。
　１．会員がＪＡひまわり所定の申込書により届出た氏名・住所・生年月日・性別・電話番号・勤務先・勤続
　　　年数・家族構成のほか、現在お住まいの住宅状況ならびに住宅の新築および購入などのご希望に関する
　　　内容。
　２．前項のほか、入会後にＪＡひまわりが実施するアンケートや各種相談会に提供された情報。

第６条（個人情報の収集・保有・利用）
　１．コンプライアンス
　　　ＪＡひまわりおよび「ＪＡひまわりマイホーム倶楽部」は、個人情報に関する関係法令を厳守します。
　２．会員情報の利用目的
　　　ＪＡひまわりは、会員情報を融資の相談・提案に利用するほか、貯金・共済等の商品や住宅・不動産関
　　　連の情報を訪問・電話・ダイレクトメール等によりご案内させていただくことがあります。
　３．会員情報の利用中止の申出
　　　会員情報の利用または提供に関し、会員より申出があった場合、ＪＡひまわりはその利用を中止します。
　４．情報の開示
　　　会員情報は、会員本人が開示を求めた場合以外には、同意なく他に開示・提供いたしません。
　５．情報の訂正・削除
　　　ＪＡひまわりが保有している登録内容に、誤り・訂正・削除の求めや、苦情・問い合わせがあった場合
　　　は、直ちに調査しその結果に基づき訂正または削除いたします。

第７条（退会）
　会員が以下の事由に該当した場合、本倶楽部を退会することとします。
　１．会員が入会当初の目的（マイホームの新築および購入など）を達成した場合。（当然退会）
　２．当組合所定の「退会申込書」を当組合に提出した場合。（任意退会）
　３．会員が本倶楽部のサービスを受けることができないと想定（地区外への転居等）される場合、または
　　　ＪＡひまわりがその他理由等により不適当と判断した場合。（強制退会）

第8条（その他）
　１．会員は、本倶楽部が提供する各種情報・提案を参考に住宅関連業者等と請負契約・売買契約等を行う
　　　場合は、慎重に事前の検討をしたうえで、会員自らの責任において行うものとします。
　２．本倶楽部は、社会・経済環境等の変化およびＪＡひまわりの事情により、やむを得ず解散する場合があ
　　　ります。
　３．ご融資の際は、ＪＡひまわり所定の審査があります。本倶楽部のご入会がご融資をお約束するものでは
　　　ありません。

「ＪＡひまわりマイホーム倶楽部」会員規約
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